


地域公共交通確保維持改善事業（地域公共交通バリアフリー化調査事業）の事業評価

●仙台市の概況

・人口：1,063,198人（令和８年１月時点）

・面積：786.35㎢

・高齢化率：25.48%（令和７年10月時点）
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●仙台市バリアフリー推進協議会の委員及びオブザーバー

・関係機関

国土交通省東北運輸局，国土交通省東北地方整備局，宮城県，宮城県警察本部，東日本旅客鉄道株式会

社，宮城交通株式会社，公益社団法人宮城県バス協会，仙台市交通局

・仙台市

市民局，健康福祉局，都市整備局，建設局

・福祉関係団体・事業者等

社会福祉法人仙台市障害者福祉協会，仙台市知的障害者関係団体連絡協議会，特定非営利活動法人仙

台市精神保健福祉団体連絡協議会，仙台市視覚障害者福祉協会，仙台市聴覚障害者協会，公益社団法人

仙台市老人クラブ連合会，仙台駐車協会，仙台ビルディング協会



●仙台市バリアフリーマスタープラン策定の背景や目的

本市では，高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下，バリアフリー法）に基づき，「仙台

市バリアフリー基本構想（全体構想，地区別構想）」を策定し，バリアフリー化の基本理念や重点的かつ一体的

にバリアフリー化を進めるべき地区（重点整備地区）を定め，市内のバリアフリー化に取り組んできた。

平成30年のバリアフリー法改正により，基本構想制度に加えて，バリアフリー化の方針を示すマスタープラ

ン制度が創設され，マスタープランに先駆けて運用してきた仙台市バリアフリー基本構想（全体構想）について，

仙台市ダイバーシティ推進指針の策定，各種施設の立地状況の変化，ハード面のバリアフリー化の進捗状況，

今後の施策展開などを踏まえてバリアフリー化の理念や方針等を整理するとともに，市民や関係機関等とバ

リアフリーの考え方を共有してバリアフリー化を促進することを目的として，「仙台市バリアフリーマスタープ

ラン（移動等円滑化促進方針）」を策定することとした。
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●策定経過
令和６年度～７年度にかけ，各種調査，構成案や素案の検討，パブリックコメントの実施，意見のとりまとめ，最終案の策定に
ついて，仙台市バリアフリー推進協議会での報告や議論を重ねながら実施してきた。
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◇各種調査の実施
・生活関連施設の立地状況
・移動等円滑化促進地区の候補地区の選定
・候補地区の現地調査，とりまとめ
・移動等円滑化促進地区の選定

◆仙台市バリアフリー推進協議会（令和６年７月）
・現基本構想（全体構想）からマスタープランへの
移行について

◇構成案の検討
・作成ガイドライン（国交省）等を基に構成案の検討

◆仙台市バリアフリー推進協議会（令和７年６月）
・マスタープランの構成案について

◇ヒアリング調査，とりまとめ【※】
・当事者団体７団体へヒアリング調査，とりまとめ
（基本構想，重点整備地区の評価，今後の課題など）

◇素案のとりまとめ【※】，意見照会の実施
・各種調査やヒアリング調査等を基に素案の検討
・仙台市バリアフリー推進協議会幹事会への意見照会
・仙台市全庁への意見照会

◆仙台市バリアフリー推進協議会（令和７年１０月）【※】
・マスタープランの素案について
・パブリックコメントの実施について

◇パブリックコメントの実施，意見のとりまとめ【※】
・パブリックコメントの実施（11月～12月）
・パブリックコメントのとりまとめ

◇最終案のとりまとめ【※】
・パブリックコメント等を基に最終案の検討

◆仙台市バリアフリー推進協議会（令和８年２月）【※】
・マスタープランの最終案について

令
和
６
年
度

仙台市バリアフリーマスタープランの策定（令和８年３月予定）

令
和
７
年
度

【※】地域公共交通バリアフリー化調査事業活用メニュー

①案のとりまとめ ②協議会の開催



●調査事業の結果の概要
令和７年度に「地域公共交通バリアフリー化調査事業」を活用した項目の結果は，下記の通りである。
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（１）素案のとりまとめ
当事者団体へのヒアリング調査結果のとりまとめ，仙台市バリアフリー推進協議会及び幹事会での報告，
関係機関等への意見照会を実施し，素案をとりまとめた。

（２）パブリックコメント資料作成等
パブリックコメント資料作成（概要パンフレット，点字翻訳版概要パンフレット等）及び寄せられた意見のと
りまとめを行った。

（３）最終案のとりまとめ
仙台市バリアフリー推進協議会等の関係会議，パブリックコメント等の意見を踏まえ，素案の修正の検討
を行い，最終案をとりまとめた。

（４）協議会運営支援
令和７年９月及び１０月に，中間案に関する仙台市バリアフリー推進協議会及び幹事会を開催し，資料と議
事録を作成した。今後，令和８年２月に，最終案に関する協議会及び幹事会を開催し，資料と議事録を作成
する。

①案のとりまとめ

②協議会の開催
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